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社会医療法人文珠会 亀田病院について

基本理念

患者さまの権利

患者さまの義務

ハラスメントに対する方針



障害者施設等病棟について
障害者施設等病棟とは

入院期間

国の定めるところでは、入院期間はおよそ6カ月程度となっております。

通常、当院で入院が長期となった場合、施設もしくは他の医療機関へご紹介致します。

この際、状態が安定していない方や移動における危険が高い方は当院にて入院継続となります。今後の方向性に

ついてのご相談については1階地域連携室にご相談ください。

留意事項

身体障害者手帳・特定疾患医療受給者証

実習生の受け入れについて

当院では、学生等の医療現場実習を受け入れております。実習にあたり、患者さま及びご家族様の同意を得て、

診療等の見学、立ち合い、お世話等を担当する場合がございます。強制ではございませんので、実習生の受け入

れについてご検討ください。なお、期間は3～4週間程度です。

入院対象

重度の肢体不自由者
脊髄損傷等の重度障害者

脳卒中後遺症及び認知症以外の疾患でなければなりません。
なお、身体障碍者手帳は1級・2級相当です。

重度の意識障害者 医師が一定以下の意識レベルであると判断された方が対象となります。

神経難病患者 神経難病の病名があり、特定疾患を受けている場合や医師が神経難病と診断
した場合対象となります。

筋ジストロフィー患者 筋ジストロフィーで身体障害者手帳がある場合、もしくは、医師が筋ジストロ
フィーと認定した方が対象となります。

リハビリについて



☐健康保険証・介護保険証(お持ちの方)
保険証は月1度必ず1階会計窓口にご提示をお願い致します。

☐医療受給者証(後期高齢者医療、重度障害者医療など)

☐印鑑
印鑑はシャチハタ以外でお願い致します。

☐入院証
入院証にご記入、捺印をお願い致します。

☐負担額の減額認定証
詳しくは、項番14・15をご覧ください。

☐お薬手帳

＊荷物のもちこみは必要最低限でお願い致します。

その他、ご用意していただきたい物がある場合は、病棟よりお知らせ致します。

持ち物には紛失防止のため、必ず氏名の記入をお願い致します。

ナイフ・ハサミなどの持ち込みは、患者様の安全確保の為原則禁止です。

携帯電話・PC・タブレット・電気シェーバー以外の電化製品の持ち込みは原則禁止です。

当院の「入院セット」のサービスにつきましては、別紙参照お願い致します。

入院セットには①～⑧が含まれております。(2022年4月1日サービス開始)

注意

入院手続きに必要なもの

入院生活に必要なもの

①お寝間着 ⑨下着（５組程度）

②バスタオル ⑩介護用ウェットティッシュ
（おむつ使用の方や清拭が必要な方）③フェイスタオル

④歯ブラシ・歯磨き粉 ⑪履物
（自分で脱ぎ履きしやすいマジックテープ式などが望
ましい）⑤プラスチックコップ

⑥蓋付コップ ⑫ゴミ箱

⑦ディスポおしぼり・BOXティッシュ ⑬食事用エプロン

⑧ボディーソープ・リンスインシャンプー ⑭ストロー



介護用ウエットティッシュは当院売店でも販売しております。

持参の方は、パッケージに必ず名前の記載をお願い致します。

売店契約利用の場合、月に1度月末までに請求書を配布致します。

売店契約を利用する場合は、病棟看護師にご相談ください。

日用品のご利用

尿取りパット

平オムツ

大パット（尿取りパット夜間用）

パンツタイプ

紙オムツ（テープ止めタイプ）

クリーニング代

原則、オムツは病院契約として頂いております。

持込オムツについては、以下の点にご協力ください。

・一度に持ち込む量は保管場所に限りがあります。1週間程度分の持参を定期的に補充お願い致します。

(排泄量に個人差がありますがテープ式1袋・尿とりパッド2袋程度)

・持込オムツがなくなった際には病院オムツを使用させて頂きます。

病院契約のオムツを利用するので、料金が発生致します。

オムツ

ウエットティッシュ

クリーニング

入院費のお支払い

請求時期：入院費のご請求は月末締めの翌月11日に請求書を発行します。

支払方法：1階会計窓口でのお支払い(現金のみ) ・ 銀行振り込みでのお支払い

支払い期限：請求書が届き次第速やかにお支払いください。

窓口受付時間 平日 9：00 ～ 17：00

青森みちのく銀行 0117 普通口座 1101323
社会医療法人文珠会 亀田病院 理事長 蒲池匡文
(ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝﾓﾝｼﾞｭｶｲ ｶﾒﾀﾞﾋﾞｮｳｲﾝ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｶﾏﾁﾏｻﾌﾐ)

お振込先



起床 朝食 昼食リハビリ・検査 リハビリ・検査 夕食 自主訓練 就寝

入院中の1日のスケジュール

入院生活

食事

入浴・理容室

起床・消灯

外出・外泊

売店（1F）

面会



＊非常口の確認をお願い致します。非常時は職員の誘導に従いますようお願い致します。
＊洗濯・差し入れの時間帯は、原則9時から17時までとなります。

お部屋

TV・冷蔵庫

洗濯

貴重品・携帯電話

入院中の他院受診

飲酒・喫煙

※当院の都合により個室にご移動いただいた場合は、個室料金は無料となります。

個室料金



診断書関係 料金 介護保険関係 料金

その他 料金

退院について

診断書・証明書の発行について



当法人では患者さま及び利用者様に適切な医療・介護サービスを提供する為に、文珠会グループ内で統

一の電子カルテ、オーダリングシステム、地域連携システム(ID-Link)を用いて診療情報を取得・共有し、文

珠会グループとしてお互いに協力しながら診療・介護サービスの提供を致します。

文珠会グループ以外への転院(他病院や施設への紹介)や他の医療機関への受診、その他業務上必要な

場合を除き、守秘義務を厳守致します。

面会される方へ

外出・外泊

地域連携室(医療相談窓口)

相談窓口

場所 １階売店 隣

時間 平日8：45～17：20

0138-41-8883（直通）

担当者 中川友貴

個人情報保護

院内感染対策



訪問診療とは、病院へ通院することが困難な患者さんに対して、医師が定期的、計画的に自宅を訪問して

診療を行うものです。かかりつけ医として普段から定期的に診療をさせていただくことで、いつもの様子や変化の

兆候を把握できるため、急な病状変化のときも、患者さんやご家族の希望に沿って対応することができます。

訪問診療について

1.訪問診療(月2回)

月2回訪問して、患者さまに対して適切な治療をおこないます。

【ご自宅で受けられる検査】

◎血液検査

◎尿検査

【必要時に来院して受けられる検査】

◎レントゲン検査、心電図検査

◎胃内視鏡検査等

2.在宅で可能な治療について ※詳細につきましてはご相談ください

◎胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養 ◎ 在宅中心静脈栄養 ◎在宅自己注射

◎在宅酸素療法 ◎膀胱留置カテーテル ◎褥瘡管理 など

3.薬について

訪問診療後に、必要な薬の処方箋を発行いたします。

薬局から薬剤師がご自宅に訪問し、薬をお届けする制度もあります。

お問い合わせ

営業日 ：月曜日～金曜日（祝日・12月30日～1月4日を除く）

営業時間：9:00～17:00

電話番号：0138-44-7755



訪問リハビリテーションでは、理学療法士・作業療法士の国家資格を持ったスタッフがご自宅に訪問し、

利用者様のご自宅において必要なリハビリテーション（以下リハビリ）を行うことにより、心身機能の維持・

回復を図り、利用者様の能力に応じて、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう支援いたし

ます。

訪問リハビリテーションについて

1.サービスの内容

利用者様のご自宅やその周辺でリハビリ

福祉用具の選定や住宅改修の提案

ご家族や他サービス専門職への介助指導

2.ご利用できる方

3.対象地域

お問い合わせ

営業日 ：月曜日～金曜日（祝日・12月30日～1月4日を除く）

営業時間：9:00～17:00

電話番号：0138-40-1510

担当者 ：訪問リハビリテーション亀田 永瀬・井上



2025年4月1日より、食事代の見直しがされています。

区分 自己負担限度額(1年間に3度まで) 4回目以降
食事代
(1食につき)

「限度額適用認定証」の交付申請

申請者 ：本人またはご家族

手続き方法 ：保険証と印鑑を持参し、加入されている医療保険の保険者へ申請

手続き場所 ：

転院などで同一月内に支払い先が複数ある場合(函館市の国保のみ)

重度心身障害者及び、ひとり親家庭などの受給者の場合

70歳未満の限度額適用認定証

◆函館市(国保)⇒函館市役所国民年金課・各支所民生担当窓口

◆七飯町(国保)⇒②番町民生活課

◆北斗市(国保)⇒③番窓口

◆政府管掌健康保険(社保)⇒社会保険事務所



自己負担限度額(1年間に3度まで) 4回目以降
食事代
(1食につき)

現役並み

年収約1,160万円～(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000)×1％

140,100円 1食510円

年収約770万円～約1,160万円(課税所得380万円)
167,400円+(総医療費-558,000)×1％

93,000円 1食510円

年収約370万円～約770万円(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000)×1％

44,400円 1食510円

一般
(課税世帯・保険1割)

57,600円 44,400円 1食510円

低所得者区分Ⅱ
(非課税世帯)

24,600円 -

90日以内の
入院
過去1年間
1食240円

90日以上の
入院
過去1年間
1食190円

低所得者区分Ⅰ
(非課税世帯)

15,000円 - 1食110円

「限度額適用認定証」の交付申請

重度心身障害者及び、ひとり親家庭などの受給者の場合

低所得者区分Ⅰ・Ⅱの方

現役並みの年収に該当する方

70歳以上の限度額適用認定証

◆函館市(国保)⇒函館市役所国民年金課・各支所民生担当窓口

◆七飯町(国保)⇒②番町民生活課

◆北斗市(国保)⇒③番窓口

◆政府管掌健康保険(社保)⇒社会保険事務所



フロアマップ

社 会 医 療 法 人 文 珠 会

亀 田 病 院

〒041-0812 函館市昭和1丁目23番11号

TEL.0138-40-1500
http://hakodate-kameda-hp.com/

リハビリルーム

経営戦略室
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